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第５回 木曽三川下流部 広域避難実現プロジェクト

■自主的広域避難情報(広域避難の呼びかけ) [仮称]の発表の目的と意義
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浸水人口が膨大で浸水が長期化すると想定される中、浸水域外への避難者を少しでも増やし、犠牲
者ゼロを実現することを目的に、プロジェクトとして、「自主的広域避難情報(広域避難の呼びかけ)
[仮称]」を発表する。目的

意義

 浸水想定区域外への広域避難を早期段階で呼びかけることで、大規模水害時における被害低減
の実現が期待できる。

※ 災害対策基本法に基づく「避難勧告」や「避難指示（緊急）」では、早期段階での広域避難の基準を設定するこ
と等には困難を要すると考えられることから、まずは、法律には基づかない「自主的広域避難情報(広域避難
の呼びかけ)[仮称]」を行う体制について検討する。

 具体の広域避難先が示され
なくとも避難先として考えられ
る場所があるという住民も相
当数存在しており、自主的な
避難場所の確保も含めて早
い段階で広域避難等を呼び
かけることで、大規模水害時
における被害を低減させるこ
とが期待できる。

 ８市町村が共同で早期段階から自主的な広域避難を呼びかけることで「広域避難が必要なほど
の大規模水害が想定されること」、「８市町村が共同で呼びかけが必要なほどの事態であること
を」が認知され、避難の促進が図られることが期待できる。
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■第４回プロジェクト（2019.5.26）をふまえた確認事項

1. これまで検討してきた「自主的広域避難情報（広域避難の呼びかけ）［仮称］」につ
いては、本プロジェクトとして実施していく方針とし、広域避難計画（第1版）として
とりまとめる。

2. 自主的な広域避難を基本としつつも、逃げ遅れた人や遠方避難が困難な人につ
いては市町村内の避難場所へ収容するなど、二段階の避難のあり方について検
討、整理する。

3. アクションプランに基づき、本プロジェクト（8市町村）としてできること・できないこと

を整理し、項目ごとの取り組むべき主体を含めて広域避難実現に向けたロード
マップを再整理する。
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■本プロジェクトで取り組む、広域避難実現に向けたロードマップ案

域外・域内を踏まえた
避難のあり方検討

広域避難先の確保

避難経路の設定

・広域避難者の規模の整理
・広域避難先の候補地の検討・検証
・広域避難先との調整・協定

・危険区域の確認

・避難経路の設定・検証
・（交通規制等の検討）

・輸送能力の低い鉄道の抽出・利用検討
・シミュレーションによる鉄道活用のあり方検討

・鉄道利用の適正規模の検討・検証

・地域～駅、駅から先の移動手段の確保

・鉄道事業者との調整・連携

広域避難先の確保

・（既存協定・TNT検討等をふまえた広域
避難先の仮設定）

避難経路の設定

広域避難における鉄道の活用

広域避難におけるバスの活用

・現有バスによる輸送能力の整理

・バス避難ニーズの把握
・シミュレーションによるバス避難の課題抽出

・バスの確保・調整
・現有バスでの避難方法の検討

・バス確保後の避難方法の検討

広域避難の意思決定タイミング
・意思決定体制・広報体制の確立

・自主的広域避難情報の発表および実施
体制の検討、とりまとめ

・地域住民への周知・意識啓発

・実施体制の検証（訓練等）
・より効果的な広域避難・緊急避難を
促す情報（広域避難勧告・緊急避難
情報の発令等）の検討

・８市町村内の危険区域の整理
・シミュレーションによる避難経路設定の
あり方検討

逃げ遅れた住民の
緊急避難誘導体制の確立逃げ遅れた住民の緊急避難誘導体制の確立

・緊急避難および救助方針のあり方検討 ・避難者の規模をふまえた緊急避難
誘導に関わる検討

・緊急避難を促すタイミングの検討

住民の自助力・共助力の向上

・学校防災教育教材の作成
（水防災協議会で実施）

・広域避難に関する意識啓発の検討、実施
（広域避難実現プロジェクト(公開)の実施）

・災害時要援護者の避難支援検討

・意識啓発ツールの作成・更新
（動くハザードマップの作成・更新）

その他

・要配慮者施設へのアンケート実施、
避難確保計画における課題整理 ・広域避難者の状況把握体制の検討

・観光客の避難誘導・支援検討

・TNT高潮+L1洪水を対象としたシミュレーション
による避難検討
・L2洪水時の8市町村内の浸水人口、
避難所整理

広
域
避
難
計
画
の
完
成

これまでの検討

・域外・域内避難を踏まえた避難者・避難
施設の精査
→避難のあり方検討

第１フェイズ 第２フェイズ 第３フェイズ 第４フェイズ

広域避難計画（第１版） 広域避難計画（第２版） 広域避難計画（第３版）

広域避難における鉄道の活用

広域避難におけるバスの活用

住民の自助力・共助力の向上

その他

訓練の実施

※意思決定タイミングの検討

注）H27年策定時点のアクションプランに基づく内容

項目のため、昨今の防災行政の状況等に鑑みて、
項目によっては実施の有無や主体について見直す
必要がある。

※必要に応じて適宜更新

（※“当て”がない人に対するサポート）

現時点
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■自主的広域避難情報(広域避難の呼びかけ)[仮称]の事前協議および発表のタイミング
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・台風5日前情報
・台風説明会
・●●台風級の台風来襲の可能性（台風情報）
・早期注意情報（警報級の可能性）

・●●台風級の台風来襲の可能性（台風情報）
・気象台・整備局の共同記者会見

・TNT：準備室設置基準の到達の通知
（TNT事務局（気象台・整備局）協議に基づく）

・交通機関：計画運休の可能性発表

・TNT：設置基準到達の通知
（TNT事務局（気象台・整備局）協議に基づく）

事象

（台風上陸）
～36時間前

TNTフェーズ

・交通機関：計画運休の詳細情報（予定等）の発表

ステージ０
（台風上陸）

36時間前
～24時間前

・特別警報発表の可能性に言及
（情報、台風説明会等）

プロジェクト（８市町村＋河川管理者）

いずれかの市町村から発議

・TNT情報共有準備室
設置基準到達

プロジェクトによる協議
・状況、情報の共有
・自主的広域避難情報(広域
避難の呼びかけ)[仮称]発表
の可能性
・発表の内容、発表タイミング
の確認 等

広報

・TNT情報共有本部
設置基準到達

情
報

提
供

【気象台へ確認②】
・設置基準到達等の確認
・台風・暴風の見通し
・高潮の可能性
・豪雨の見通し 等

プロジェクト【首長】による
自主的広域避難情報(広域避難

の呼びかけ)[仮称]の発表

協議した発表タイミング
到達

協議結果の共有

広報

８市町村・木曽川下流河川事務所で
実施状況・実施結果を共有

河川管理者
（木曽川下流河川事務所）

※以降の対応は既存の地域防災計画、
タイムラインによる

８市町村

情
報

提
供

【気象台へ確認①】
・設置基準到達等の確認
・台風・暴風の見通し
・高潮の可能性
・豪雨の見通し 等

気象台
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※既存の情報伝達手段
※ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ､SNS､ﾒｰﾙ等

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
ﾒﾝﾊﾞｰ

協議を実施する
旨の広報

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
ﾒﾝﾊﾞｰ

自主的広域避難
情報(広域避難の
呼びかけ)［仮称］
発表決定の広報

※既存の情報伝達手段
※ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ､SNS､ﾒｰﾙ等

気象台
木曽下

・基準到達等の確認
・台風、暴風、大雨、洪水、高潮の見通し

８市町村
首長

・協議事項の共有
・実施の確認

木曽下 ・８市町村に情報提供

８市町村

いずれかの
市町村から
協議実施の
発議

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
ﾒﾝﾊﾞｰ

・情報共有、協議開始の時間等の確認
・協議準備(TV会議または参集)

プロジェクトによる協議

台風および高潮・暴風・大雨等に関わる状況、見込みの確認

自主的広域避難情報(広域避難の呼びかけ)[仮称]の発表の実施
及び発表タイミングの決定

自主的広域避難情報（広域避難の呼びかけ）[仮称]の実施に関する協議
情報発信のタイミングに関する協議

その他、今後の対応に関する協議、確認等

散会

 ８市町村首長への実施の確認

 ８市町村首長への確認完了

【協議の実施】台
風
上
陸
ま
で
の
リ
ー
ド
タ
イ
ム

協議実施の目安（TNT情報共有準備室設置基準）に到
達

【自主的広域避難情報（広域避難の呼びかけ）［仮称］に係る
協議実施の目安（タイミング）に到達】

■自主的広域避難情報(広域避難の呼びかけ)[仮称]の事前協議および発表 実施フロー

台風上陸
36時間前
までに実施
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【自主的広域避難情報（広域避難の呼びかけ）［仮称］の発表】

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
ﾒﾝﾊﾞｰ

・自主的広域避難情報（広域避難の呼びかけ）[仮称] の発表実施

８市町村・木曽川下流河川事務所で
実施状況・実施結果を共有

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
ﾒﾝﾊﾞｰ

自主的広域避難
情報(広域避難の
呼びかけ)［仮称］
の情報発信

※既存の情報伝達手段
※ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ､SNS､ﾒｰﾙ等

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
ﾒﾝﾊﾞｰ

プレスリリースの
実施

必要に応じて、８市町村の発議のもと、随時協議を実施

木曽下 ・８市町村に情報提供

情報発表の目安（TNT情報共有本部設置基準）に到達

・協議で決定した
情報発表の目安
（タイミング）に到達

【自主的広域避難情報(広域避難の呼びかけ)［仮称］の発表の
目安（タイミング）に到達】

ｽﾃｰｼﾞ0

※以降の対応は既存の地域防災計画、タイムラインによる

気象台
木曽下

・基準到達等の確認
・台風、暴風、大雨、洪水、高潮の見通し

台風上陸
24時間前
までに実施
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■木曽三川下流部 高潮・洪水災害広域避難計画(第1版)の作成
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• 自主的広域避難情報(広域避難の呼びかけ)[仮称]の発表およびその実施体制を主たる内容とした、「木曽
三川下流部広域避難計画 第1版（以下「計画第1版」という）」を作成

目次 概要
はじめに ・木曽三川下流部における大規模水害のリスク、当地での取り組み

経緯、計画の目的について記載。
・プロジェクトの参画機関を掲載。

1.計画の目的 ・「木曽三川下流部 高潮・洪水災害広域避難計画」の目的、およ
び計画(第1版)の目的、位置づけについて記載。

2.想定災害の概要 ・本計画で対象とする想定災害の概要について記載

3.自主的広域避難情報（広域避難の呼びか
け）[仮称]の発表と実施体制
3-1.情報発表の目的
3-2.情報発表の実施
3-3.情報発表に関する協議
3-4.情報発表の実施基準
3-5.広報の実施
3-6.情報発表の実施フロー
3-7.平時からの周知・意識啓発の実施

・自主的広域避難情報(広域避難の呼びかけ)[仮称]発表の目的と意義
について記載

・自主的広域避難情報(広域避難の呼びかけ)[仮称]の発表とその実施
体制、広報等について記載。

・自主的広域避難情報(広域避難の呼びかけ)[仮称]を実施するにあ
たって、平時からの地域住民(自治体職員を含む)への周知・意識啓
発の必要性について記載。

4.大規模水害時の避難に関わる今後の課題
4-1.避難先および避難行動について
4-2.今後の課題

・3章以外の避難誘導に関わる事項については、既存の地域防災計
画に則ることを記載。

・引き続き、アクションプランに基づき取り組みを継続し、逐次本
計画を更新していく旨を記載。

・アクションプランに基づくロードマップを記載

巻末資料 ・対象地域で実施したアンケート結果や広域避難シミュレーション
による分析結果等を参考資料として掲載。
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■住民向けリーフレット案の作成

• 自主的広域避難情報(広域避難の呼びかけ)[仮称]の周知、およびそうした情報発信が必要な背
景（地域で想定される大規模水害のリスク、浸水域内での屋内安全確保の困難性、浸水想定区
域外への広域避難の必要性）、プロジェクトでの取り組みについて、地域住民に対して理解を促す
ためのリーフレット案を作成。
※今後、８市町村と配布方法等を調整し、地域住民への周知を図っていく予定
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